
四日市市上下水道局告示第１５号 

四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。 

令和８年３月３１日 

四日市市上下水道事業管理者  伴  光 

 

四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成１９年四日市市上下水

道局告示第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（交付の対象） 

第５条 （略） 

２ （略） 

 ３ 第１項及び第２項の規定にかかわ

らず、管理者が特に交付の必要がある

と認めた場合を除き、次の各号のいず

れかに該当する者に対しては、補助金

を交付しない。 

(1)から(5)まで （略） 

(6) 「2015 年版浄化槽の設計・施工上

の運用指針」（日本建築行政会議編

集）に従った設計又は施工をせずに

補助対象浄化槽を設置又は更新し

ようとする者 

（交付の対象） 

第５条 （略） 

２ （略） 

 ３ 第１項及び第２項の規定にかかわ

らず、管理者が特に交付の必要がある

と認めた場合を除き、次の各号のいず

れかに該当する者に対しては、補助金

を交付しない。 

(1)から(5)まで （略） 

 

  

 

 

別表第３（第６条関係） 

１）人槽区分 ２）補助金額 

５人槽～５０人

槽 

２１０，０００円 

 

 

別表第３（第６条関係） 

１）人槽区分 ２）補助金額 

５ 人 槽 ～ ５ ０ 人

槽 

１８０，０００円 

 

 



第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第７条関係） 

（別表）チェックリスト 

検 査 項 目 チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト 欄 

１．流入管、放流管等の勾配 汚物や汚水の停滞がないか。  
２．放流先の状況 放流口と放流水路の水位差は適切か、逆流しないか。  

３．誤接合等の有無 
生活排水が全て接続されているか。  
雨水や工場排水等が流入していないか。  

４．升の位置及び種類 起点、屈曲点、合流点や一定間隔毎の升設置は適切か。  
５．各種配管等の状況 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。転換

の場合、浄化槽の配管を示す写真 
 

６．かさ上げの状況 高さは３０㎝以内か。３０㎝を超える場合、ピット工

事等の対応がなされているか。 
 

７．浄化槽本体の上部及びその周辺状況 

保守点検、清掃が困難な場所に設置されていないか。  
保守点検、清掃が支障となるものがおかれていないか  
コンクリートスラブが打たれているか。 

スラブコンクリートに配筋がされているか。 
 

８．漏水の有無 漏水が生じていないか。  
９．浄化槽本体の水平状況 水平が保たれているか。  
10．接触材等の変形、破損、固定の状況 ろ材又は接触材等に変形や破損はないか。  

11．ばっ気装置、逆洗装置、汚泥移送装置

の変形、破損、固定及び稼動の状況 

各装置に変形や破損はないか。  
しっかり固定されているか。  
空気の出方や水流に片寄りはないか。  

12．消毒装置の変形、破損、固定の状況 

消毒装置に変形や破損はないか。  
しっかり固定されているか。  
薬剤筒は傾いていないか。  

13．ポンプ設備（流入ポンプ、放流ポンプ

等）の設置、稼動状況 

ポンプますに変形や破損はないか。  
ポンプますに漏水のおそれはないか。  
ポンプが２台以上設置されているか。  
設計どおりの能力のポンプが設置されているか。  
ポンプの固定が十分行われているか。  
ポンプの取り外しが可能か。  
ポンプ、配管等がレベルスイッチの稼動を妨げない

か。 
 

14．ブロワーの設置、稼動状況 

防振対策がなされているか。  
固定が十分行われているか。  
アースはなされているか。又はアースレスか。  
漏電のおそれはないか。  

上記のとおり確認したことを証します。 

       年  月  日 

浄化槽設備士氏名                印 

 

     （浄化槽設備士免状の番号又は修了番号：                 ） 

 

≪浄化槽設備士の記載に当たっては、設備士の署名又は記名押印をすること≫ 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（上下水道局管理部生活排水課） 


